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秋田県公報
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◇特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第43号）
１　報酬が月額及び日額で定められる者に係る報酬の支給期日及び支給方法を定めることとした。（第２条関係）
２　選挙管理委員会等の委員等の報酬を次のとおり改めることとした。（別表関係）

この号で公布された条例のあらまし

平成22年10月22日

号外第２号

毎週火・金曜日発行

区分

選挙管理委員会

人事委員会

労働委員会

収用委員会

委員長

委員

委員長

委員

会長

会長代理

公益委員

労働者委員
使用者委員

会長

会長代理

改正前

月額　　185,000円

月額　　172,000円

月額　　185,000円

月額　　172,000円

月額　　185,000円

月額　　180,000円

月額　　172,000円

月額　　152,000円

月額　　128,000円

月額　　109,000円

改正後

月額　　　70,000円
日額　　　20,000円

月額　　　57,000円
日額　　　20,000円

月額　　　70,000円
日額　　　20,000円

月額　　　57,000円
日額　　　20,000円

月額　　　70,000円
日額　　　20,000円

月額　　　65,000円
日額　　　20,000円

月額　　　57,000円
日額　　　20,000円

月額　　　51,000円
日額　　　20,000円

月額　　　68,000円
日額　　　20,000円

月額　　　49,000円
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３　その他所要の規定の整備を行うこととした。
４　施行期日
　　この条例は、平成22年11月１日から施行することとした。

◇外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第44号）
１　一般の派遣職員に対し、派遣先の勤務に対し報酬が支給されないとき又は当該勤務に対し支給される報酬の額が低
いと認められるときに限り、給与の100分の100以内（現行、原則給与の100分の70、派遣先の勤務に対し支給される
報酬の額が低いと認められる場合にあっては給与の100分の70を超え100分の100以内）を支給することとした。（第
４条関係）
２　企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与について、所要の規定の整備を行うこととした。（第８条関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県民の医療の確保に関する臨時対策基金条例（秋田県条例第45号）
１　県民の医療の確保を図り、もって県民の健康の保持に寄与するため、医師の確保、地域医療を担う中核的な医療機
関の整備、高度又は専門的な医療の推進その他の当面取り組むべき医療に関する課題を解決するための施策に係る臨
時の事業に充てる資金として、秋田県民の医療の確保に関する臨時対策基金（以下「基金」という。）を設置するこ
ととした。（第１条関係）
２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び知事への委任について定めること
とした。（第２条～第７条関係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成32年３月31日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県標準事務関係手数料徴収条例等の一部を改正する条例（秋田県条例第46号）
１　秋田県標準事務関係手数料徴収条例（平成12年秋田県条例第19号）の一部改正（第１条による改正）
　　引用している廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）の条項を改める
こととした。（第10条関係）
２　秋田県産業廃棄物税条例（平成14年秋田県条例第73号）の一部改正（第２条による改正）
　　引用している法の条項を改めることとした。（第３条関係）
３　秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例（平成14年秋田県条例第75号）の一部改正（第３条に
よる改正）
　　引用している法の条項を改めることとした。（第２条関係）

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇

海区漁業調整委員会

内水面漁場管理委員会

非常勤の監査委員

委員

会長

委員
専門委員

会長

委員
専門委員

月額　　　90,000円

月額　　　28,000円

月額　　　25,000円

月額　　　28,000円

月額　　　25,000円

月額　　110,000円

日額　　　20,000円

月額　　　30,000円
日額　　　20,000円

月額　　　11,000円
日額　　　20,000円

月額　　　8,000円
日額　　　20,000円

月額　　　11,000円
日額　　　20,000円

月額　　　8,000円
日額　　　20,000円

月額　　　37,000円
日額　　　20,000円
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４　施行期日
　　この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成22年法律第34号）の施行の日から施
行することとした。

◇職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第47号）
１　この条例の施行の日から平成24年３月31日までの間に限り、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例措置を
次のとおり拡充することとした。（附則第33項関係）

２　その他所要の規定の整備を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県私立高等学校授業料減免等臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第48号）
１　秋田県私立高等学校授業料減免等臨時対策基金の対象事業に、私立の高等学校の入学料の減免に係る事業を加える
こととした。（第１条関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例（秋田県条例第49号）
１　県の区域において営むことを禁止する店舗型性風俗特殊営業に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律（昭和23年法律第122号）第２条第６項第６号に掲げる営業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
施行令（昭和59年政令第319号）第５条に規定する営業に限る。）を加えることとした。（第11条関係）
２　その他所要の規定の整理を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、平成23年１月１日から施行することとした。

対象者

勤続期間

対象年齢

割増率

割増率の上限

現行条例第５条の３による特例措置

全職員

25年以上

50歳以上

定年までの残年数１年につき２％

20％

改正後の条例附則第33項による特例措置

教育委員会の事務部局及び県立学校における
教育職給料表適用者

制限なし

40歳以上

10％＋定年までの残年数１年につき２％

50％
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
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条　　　　　　　　例

　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 一　 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 秋 田 県 民 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 臨 時 対 策 基 金 条 例

　 四　 秋 田 県 標 準 事 務 関 係 手 数 料 徴 収 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 秋 田 県 私 立 高 等 学 校 授 業 料 減 免 等 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 七　 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 二 年 十 月 二 十 二 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久　
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